
《住宅用家屋証明の申請に必要なもの》 

 

 申請書、申立書、未使用証明書以外は、提示による確認です。コピーでも構いません。 

（申請書、申立書、未使用証明書の雛形はホームページ内に用意してあります。） 

 

（イ）－（a）（c）（e）個人が新築した家屋の場合 

 ①住民票（申請者全員分） 

 ②(a)登記事項証明書   

(b)登記完了証（登記官の認証有）及び申請書写し      (a)～(c)のいずれか 

(c)登記完了証（登記官の認証有）及び受領証     

 ③工事請負書等（建築確認の申請者と表示登記の申請者が異なる場合） 

 ④申立書（未入居の場合）…下記の表を御覧ください。 

 ⑤認定長期優良住宅の場合(【参考】Ⅵ) 

 ⑥認定低炭素住宅の場合(【参考】Ⅶ) 

 ⑦建築確認申請書副本（併用住宅、木造等で区分所有の場合）…第四面まで必要 

 

（イ）－（b）（d）（f）個人が取得した、建築後使用されたことのない家屋の場合 

 ①住民票（申請者全員分） 

 ②(a)登記事項証明書   

(b)登記完了証（登記官の認証有）及び申請書写し   (a)～(c)のいずれか 

(c)登記完了証（登記官の認証有）及び受領証        

 ③売買契約書、所有権譲渡証明等 

 ④未使用証明書（直前の所有者又は取引の媒介等をした宅地建物取引業者による） 

 ⑤申立書（未入居の場合）…下記の表を御覧ください。 

 ⑥認定長期優良住宅の場合(【参考】Ⅵ) 

 ⑦認定低炭素住宅の場合(【参考】Ⅶ) 

⑧建築確認申請書副本（併用住宅、木造等で区分所有の場合）…第四面まで必要 

 

（ロ）－（a）個人が取得した、建築後使用されたことのある家屋の場合（【参考】Ⅸ） 

（特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの ） 

（取得原因が売買又は競落のものに限ります。） 

 ①住民票（申請者全員分） 

 ②登記事項証明書 

 ③売買契約書、所有権譲渡証明等（売買）、代金納付期限通知書（競落） 

 ④申立書（未入居の場合）…下記の表を御覧ください。 

 ⑤増改築等工事証明書 

 ⑥既存住宅売買瑕疵担保責任保契約（増改築等工事証明書の第７号工事が５０万円を超えた場合） 

⑦耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し（【参考】Ⅷについて申請する場合） 



（ロ）－（b）個人が取得した、建築後使用されたことのある家屋の場合で、 

上記（ロ）－（a）以外 

（取得原因が売買又は競落のものに限ります。） 

 ①住民票（申請者全員分） 

 ②登記事項証明書 

 ③売買契約書、所有権譲渡証明等（売買）、代金納付期限通知書（競落） 

 ④申立書（未入居の場合）…下記の表を御覧ください。 

⑤耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し、若しくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締

結されていることを証する書類（【参考】Ⅷについて申請する場合） 

  

【参考】《住宅用家屋の要件及びその他添付資料について》 

Ⅰ 個人が家屋を新築又は取得した日から1年以内の申請であること。 

Ⅱ 個人が専ら自己の住宅の用に供する家屋であること（併用住宅の場合は、居宅部分の割合が９０％

を超えていること）。 

Ⅲ 床面積の合計（区分所有は専有面積）が５０㎡以上であること。 

Ⅳ 区分所有建物については耐火あるいは準耐火建築物、又は低層集合住宅で国土交通大臣の定める基

準に適合するものであること。 

Ⅴ 使用されたことのある建物の場合、取得した日から遡って２０年（登記の構造が石造、れんが造、

コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は２５年）

以内に建築された家屋であること。 

Ⅵ 認定長期優良住宅の場合、認定申請書の副本及び認定通知書の写しを添付してください。(※長期優

良住宅の普及の促進に関する法律第 9条第 1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について変

更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しを添付してください。) 

Ⅶ 認定低炭素住宅の場合、低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び低炭素建築物新築等計画認

定通知書の写しを添付してください。 

(※都市低炭素化促進法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について変更の認定を受け

た場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写しを添付してください。) 

Ⅷ 取得する建築後２０年超（登記の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋

コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は２５年超）の家屋について証明を受けようとす

る場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し、若しくは既存住宅売買瑕疵担保責任保

険契約が締結されていることを証する書類（家屋の取得の日前２年以内のもの）を添付してくださ

い。 

Ⅸ 個人が取得した使用されたことのある家屋（ロ－（a））の要件  

（１）建築後使用されたことのある（新築された日から起算して１０年を経過したもの）住宅用家屋を

宅地建物取引業者が取得して増改築等をした場合で、当該住宅を当該宅地建物取引業者から取得

し、個人の居住に用に供すること 

（２）宅地建物取引業者が増改築等をした家屋の取得が２年以内で、取得した個人が１年以内に登記す 

ること 

（３）増改築等工事費用の総額が、３００万円を超えること、または工事に要した金額が売買価格の２

０％を超えること 

 

 



（４）次のいずれかの要件を満たすこと 

①租法４２条の２条の２第２項（増改築等工事証明書記載）の第１号～第６号の工事の合計額が１

００万円を超えること 

②租法４２条の２条の２第２項（増改築等工事証明書記載）の第４号～第７号までのいずれかの工

事費用が５０万円を超えること （第７号が適用の場合は、「既存住宅売買瑕疵担保責任保契約」

が締結されている書類を添付してください） 

Ⅹ 登記事項を確認する書類は、登記情報提供サービスにて取得した登記情報を確認できる照会番号及

び発行年月日が記載された書類であれば確認書類として使用できます。 

 

《未入居の場合のお願い》 

申立書に併せて、次の書類を提示してください。 

 現住家屋の処分方法 添付書類 

１ 
現住家屋が持家で売却する

場合 

・売買契約(予約)書、媒介契約書等の売却することを

証する書類 

２ 
現住家屋が持家で賃貸する

場合 

・賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等の賃貸すること

を証する書類 

３ 
現住家屋が社宅、寮、借家

等の場合 

・賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等の申

請者の所有する家屋でないことを証する書類 

４ 
現住家屋に申請者の親族が

住む場合等 

・当該親族の申立書等の現住家屋が今後申請者の居

住の用に供されないことを証する書類 

 

申立書の所有者住所・氏名の記載について 

・共有の場合は、共有者全員の署名押印（各自別印）をお願いします。（押印は認印でもかまいません） 

 

申立日から入居予定日までの期間について 

・通常、住居の移転に要する１～２週間程度の期間を想定しています。これ以上になる場合は、事前に

御相談ください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

平塚市役所 固定資産税課 

平塚市浅間町９番１号  電話 ０４６３－２３－１１１１ 

 家屋担当：内線２２８４～２２８７ 

 


